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I 調査の概要 

 

1 調査の目的 

住生活総合調査は、全国の普通世帯の住宅及びそのまわりの住環境に対する評価、

住宅改善計画の有無と内容、住宅建設又は住替えの実態等を把握することにより、住

宅政策の基礎的資料を得ることを目的とする。 
 

2 調査の沿革 

本調査は、平成15 年までは、「住宅需要実態調査」として継続的に実施してきたも

ので、昭和48 年以降は、住宅や世帯の実態を把握する住宅・土地統計調査（総務省実

施）と同年に、５年周期で実施してきた。平成20年の調査からは、住宅・土地統計調

査との連携を強化し、調査内容の見直し・充実を図り、「住生活総合調査」と名称を

改め実施した。 

 

3 調査の概要 

（1） 調査の対象 

平成 25 年住宅・土地統計調査の調査対象世帯のうち普通世帯から、無作為に抽出し

た世帯とした。 
 

（2） 調査の時期 

平成 25 年 12 月１日現在によって実施した。 
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（3） 調査項目 

平成 25 年住生活総合調査では、次に掲げる事項を調査した。 
【住生活総合調査】 

1)要介護認定に関する事項 
2)住宅及び居住環境の評価に関する事
項 
住宅及び居住環境の総合満足度 
住宅の総合満足度 
居住環境の総合満足度 
住宅の各要素の満足度 
居住環境の各要素の満足度 
住宅及び居住環境の各要素の重要度 

3)最近の住み替え・改善に関する事項 
平成 21 年 1 月時点の世帯人員 
平成 21 年 1 月以降の世帯事情の変

化 
住み替え・改善の目的 
従前の床面積 
住み替え・改善の評価 
住み替え・改善費用 
うちリフォーム費用 
従前住宅の居住期間 
従前住宅の処分方法 
住宅取得の回数 

4)今後の住み替え・改善に関する事項 
今後の住み替え・改善意向 
住み替え・改善の時期 
住み替え後の居住形態 
住宅取得方法 
建て方 
構造 
居住地 
立地 
現在の住宅の処分方法 
リフォーム工事の内容 
住み替え・改善の目的 

住み替え・改善上の課題 
住み替え・改善に対する予算 
予算に占める借入金の割合 
住み替え・改善の意向がない理由 

5)現住居以外の住宅に関する事項 
現住居以外の住宅の有無・取得方法 
建て方 
所在地 
立地環境 
建築時期 
利用状況 
空き家状態の経過年数 
賃貸募集状況 
管理状況 
建物の状態 
今後の活用意向 
相続する可能性のある住宅の状況 

6)子育ての環境等に関する事項 
子育てにおいて重要な点 
高齢期における子との住まい方 

7)世帯の住居費等に関する事項 
住宅ローン有無・住宅ローンの返済額 
住居費負担についての評価 
持家の共同住宅の管理費等 

8)建築時期に関する事項 
9）克雪住宅 
雪対策の必要性 
住宅の屋根雪処理方式 
雪おろし式としている理由 
屋根雪処理の感想 
屋根雪処理の変更要望・変更理由 
高床式住宅の良い点･困る点 

10）地震対策 
防災意識の変化 
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耐震診断・耐震改修融資制度の理解 
自宅の安全性･安全対策 
耐震補強の相談相手 
耐震改修の費用 
耐震診断・耐震補強の実施 
耐震診断・耐震補強をしない理由 

 
また、平成 25 年住宅・土地統計調査

が調査した事項のうち、次に掲げる事項

を利用した。 
【住宅土地統計調査】 
1)住宅等に関する事項 
居住室の数及び広さ 
所有関係に関する事項 
敷地面積 
敷地の所有関係に関する事項 

2)住宅に関する事項 
構造 
腐朽・破損の有無 

階数 
建て方 
建築時期 
床面積 
建築面積 
家賃又は間代に関する事項 
設備に関する事項 
増改築及び改修工事に関する事項 

3)世帯に関する事項 
種類 
構成 
年間収入 

4)家計を主に支える世帯員又は世帯主
に関する事項 
従業上の地位 
通勤時間 
現住居に入居した時期 
前住居に関する事項 
子に関する事項 

 

（4） 調査の方法 

本調査は、次に掲げる方法によって行った。 
１）調査の流れ 
平成 25 年住生活総合調査は、国（国土交通省住宅局）－都道府県－（市区町村等）

－統計指導員－統計調査員－世帯の流れによって行った。 
２）調査の実施 
調査員は平成 25 年 11 月 21 日から平成 25 年 11 月 30 日までの間に、受持ち調査

区内の抽出された調査対象世帯に調査票を配布し、その記入を依頼した。 
また、12 月１日から 12 月 10 日までの間に、受持ち調査区内の調査対象世帯を再

度訪問し、調査票を受け取り、記入内容を検査し、記入漏れや記入誤りの補記訂正を行

ったのち、指導員に提出した。 
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（5） 標本の抽出 

平成 25 年住宅・土地統計調査と同様に、平成 22 年国勢調査の調査区を第１次抽出

単位、調査区内の世帯を第２次抽出単位とする層化二段抽出方法により、調査区として

11,480 を抽出し、さらに、それらの調査区毎に、平成 25 年住宅・土地統計調査で調査

対象となった住戸から８戸を系統抽出した（詳細は参考資料を参照）。 
 

注１）層化抽出法：母集団をいくつかの部分母集団に分割し、各部分母集団から標本

を抽出する方法。 
注２）系統抽出法：全ての抽出単位に番号を付け、ある出発点から等間隔に個体を抽

出することにより標本抽出を行う方法。 

（6） 調査票の回収 

本調査の対象世帯数、回収世帯数及び集計対象世帯数は、次頁のとおりである。ここ

で、対象世帯数は、標本抽出方法によって抽出された対象のうち実際に調査票を配布で

きた世帯数である。集計世帯数は、回収世帯のうち平成25 年住宅・土地統計調査結果

と連結できた世帯である。 

なお、調査票を６ページ以降に示す。 
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圏 域 市町村 調査 

対象数 

回収 

票数 

回収率 

（％） 

下越広域連携圏 新発田市、村上市、胎内市、関川村、

聖籠町 
1,238 1,211 97.8 

新潟広域連携圏 新潟市、五泉市、阿賀野市、阿賀町 1,416 1,312 92.7 

中越広域連携圏 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、 
田上町、長岡市、柏崎市、小千谷市、

見附市、出雲崎町、刈羽村 

1,272 1,229 96.6 

魚沼広域連携圏 魚沼市、南魚沼市、湯沢町、 
十日町市、津南町 

1,206 1,155 95.8 

上越広域連携圏 上越市、糸魚川市、妙高市 1,250 1,132 90.6 

佐渡広域連携圏 佐渡市 1,111 1,104 99.4 

合  計 7,493 7,143 95.3 

 

  

図 1 本調査の対象圏域 

佐渡広域連携圏 
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魚沼広域連携圏 

新潟広域連携圏 

下越広域連携圏 
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